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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

政策・施策・事業体系
を踏まえた局等の再編

総務課

区役所組織体制の整備 総務課

本庁組織体制の整備 総務課

権限委譲による組織内
分権化

総務課

組織階層の簡素化（フ
ラット化）

総務課

グループ制の導入 総務課

区役所のワンストップ
サービス化

総務課

　重点改革項目１　分権型の市役所づくり

　分権型政令市に相応しい身近なサービスの提供と，行政課
題への的確な対応が迅速にできる組織体制づくりを進めると
ともに，コンプライアンス（法令遵守）意識が高く，時代の
変化に対応した施策を企画・実施する能力を持つ職員を育成
し，分権型の市役所づくりを進めます。

行政改革プラン２００５

○市民の視点に立って総合的に政策課題を捉
え，解決していくことのできる組織を目指し，
市役所の組織改革を進めます。
　そのため，政策・施策・事業体系を踏まえた
局等の再編を進め，それぞれの組織のミッショ
ン（使命）をより明確化することで，着実に成
果を出していくことのできる組織体制を構築し
ます。

○区役所は，地域の市民の意見・要望を区の施
策に反映するとともに，市民との協働による地
域のまちづくりを着実に進めていく役割を担う
ことから，企画立案機能や地域コミュニティ機
能を重視した組織体制を整備します。
　一方，本庁は，本市の拠点性を高め，都市間
競争に打ち勝っていく施策を担うことから，高
度な政策立案機能や専門性の強化などに重点を
置いた組織体制を整備します。

○より市民に近いところで迅速に課題解決が図
られるよう，区自治協議会等との連携を図ると
ともに，区役所や各局等へ必要な権限を委譲す
るなど，組織内分権を進めます。

○多様な市民ニーズに即応して効果的にサービ
スを提供するためには，意思決定の迅速性がよ
り重要となることから，組織階層の簡素化（フ
ラット化）を進めます。
　また，従来の係制に代えて，業務の繁閑や緊
急度などに応じて柔軟かつ機動的に対応できる
グループ制の導入を進めます。

○身近な市民サービスを行う区役所の組織につ
いては，１つの窓口で複数のサービスを提供す
るワンストップサービス化など，利便性の高い
分かりやすい組織づくりを進めます。

(1)組織・機構
の見直し

《政令市移行時
の組織の編成
等》

工程表
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

政策・施策・事業体系を踏まえた
局・部の再編を進める。

検討 → 実施 → →

政令指定都市移行時の区役所組織を
検討し，体制を整備する。

検討 → 実施

政令指定都市移行時の本庁組織を検
討し，体制を整備する。。

検討 → 実施

政令指定都市移行時の区役所の権限
について検討し，区役所の設置とと
もに区長へ権限委譲する。

検討 → 実施

政令指定都市移行時における組織階
層の簡素化（フラット化）を検討
し，実施する。

検討 → 実施

各課内の組織について，従来の係制
に代わるグループ制を検討し，導入
する。

検討 → 検討
導入

導入

区役所におけるワンストップサービ
スを検討し，順次，実施する。

検討 一部
実施

実施

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(2)人材の育成
と活用

社会人採用制度の導入 人事課

任期付職員制度の活用 人事課

人事管理システムの構
築

人事課

職員アンケートの実施 人事課

(3)コンプライ
アンス体制の確
立

コンプライアンス体制
の整備

行政経営課

　重点改革項目１　分権型の市役所づくり

　分権型政令市に相応しい身近なサービスの提供と，行政課
題への的確な対応が迅速にできる組織体制づくりを進めると
ともに，コンプライアンス（法令遵守）意識が高く，時代の
変化に対応した施策を企画・実施する能力を持つ職員を育成
し，分権型の市役所づくりを進めます。

○政令市に移行する中，市政刷新を進める組織
風土づくりと職員の意識改革をさらに進めると
ともに，市役所改革や行政課題に的確に対応で
きるよう職員の能力を開発し，人材を育成しま
す。

○業務の特性に応じて，民間企業等で培われた
経験や専門的な知識を活かすため，社会人の採
用や任期付職員制度の活用など，多様な雇用形
態の柔軟な運用を進めます。

○広域合併で誕生した新・新潟市の職員一人ひ
とりが能力を最大限に発揮できるよう，目標管
理を活用した人事評価制度の導入を図り，意欲
ある人材を育成し，業績に応じた適切な処遇に
より，「評価」「能力開発」「処遇」を連動さ
せる人事管理システムを構築します。

○新たな人事管理システムを適正に運用し，職
員一人ひとりの能力を最大限に活用すること
で，職員満足度を向上させます。このことを通
じ，より質の高い行政サービスを提供し，さら
なる市民満足度の向上を目指します。

○公正な職務の遂行を確保し，市民に信頼され
る市政を確立するため，「新潟市における法令
遵守の推進等に関する条例」（平成１７年１０
月１日施行）に基づきコンプライアンス体制を
整備し，より一層公正で高品質な行政サービス
を市民に提供していきます。

工程表行政改革プラン２００５
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

民間企業で培われた経験や専門的な
知識を行政で活かすため，社会人経
験者を採用する。

検討 → 実施

専門的な知識経験や優れた識見を有
する者を，職務の内容や性格に応
じ，任期を限って採用する。

検討 実施

「評価」「能力開発」「処遇」を連
動させる人事管理システムを構築す
る。

検討 → 一部
実施

実施 →

人事管理システムの運用開始後，職
員満足度を把握し，適正な運用を図
るため，職員アンケート等を実施す
る。

検討 → → 実施

「新潟市における法令遵守の推進に
関する条例」を制定し，条例に基づ
きコンプライアンス体制を整備して
いく。

実施 → → → →

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(1)情報の積極
的な開示・発信

インターネット等を活
用した情報発信の充実

情報政策課

「市政さわやかトーク
宅配便」（市政出前講
座）の充実

市民相談室

市政情報案内室の機能
強化

総務課

コールセンターの設置 行政経営課

審議会等の公開 総務課

(2)電子自治体
の推進

公共施設予約システム
の構築

情報政策課

電子申請・届出システ
ムの構築

情報政策課

文書管理システムの構
築

情報政策課

情報セキュリティ対策
の強化

情報政策課

行政改革プラン２００５

○加速度的に進展する情報通信技術を，経済効
率性に配慮しながら積極的に利活用することに
より，市民生活をより便利にし，高度で効率的
な行政サービスを提供する電子市役所の構築を
進めます。

○市民の利便性を高めるため，自宅などからい
つでも公共施設の利用予約や申請・届出の行政
手続きなどが出来る電子窓口を構築します。

○様々な脅威から情報資産を保護し，利用者が
安心して情報システムを利用できるよう，情報
セキュリティ対策や個人情報保護対策を強化し
ます。

○市民と市役所の信頼の基盤を築くため，これ
までの情報公開をさらに進め，インターネット
をはじめとした多様な手法を活用するなど，市
政に関する情報を積極的に市民の身近なところ
で開示・発信していきます。

○情報の発信にあたっては，インターネット等
の情報技術を使わない人にも配慮するなど，全
ての市民が等しく情報を受けることができるよ
うにします。

○政策などの形成過程や行政活動情報を積極的
に開示し，行政の説明責任を果たしていくとと
もに，市政の透明性を向上させ，市民の市政へ
の参画意欲の向上を図ります。

○市職員一人ひとりが，常にアンテナを張って
市政に関する情報を収集し，自らが情報を発信
する基地との認識を持てるようにします。

　重点改革項目２　情報の共有化

　市民と市役所が相互理解を深め，お互いに共通の認識を持
ち協働してまちづくりを担うため，「情報開示なくして市民
参画なし」を基本に情報の共有化を積極的に進めます。

工程表
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

ホームページ掲載可能な情報は全て
掲載するとともに，ユニバーサルデ
ザインに対応したページ作成を行
う。

実施

300

→

400

→

500

→ → 平均アクセス数（万件）
H16実績：1,721,015件

タイムリーな話題をいつでもお届け
できるように，年度初めに作るメ
ニュー表に掲載したテーマ以外に
も，随時テーマを追加していく。

実施

150

→

200

→

250

→

275

→

300

申込件数（件）
Ｈ16実績：110件

行政資料等を充実し，区役所（支
所・地区事務所）に市政情報コー
ナーを設置する。

検討
実施

検討 実施 → →

身近な手段である電話により，年中
無休，夜間でも問合せに総合的に対
応する「市政情報総合案内コールセ
ンター」を設置する。

検討 準備 設置 →

80

→

90

１次回答率（％）
コールセンターで市民から
の問合せを担当課に転送す
ることなく回答できる割合

平成16年に指針を策定し，会議の公
開について周知徹底を図った。平成
17年度以降は，定期的な調査等を通
じ，モニタリング（監視）を行う。

実施 → → → → 審議会等の公開率
H17.3月時点　68.8%

インターネットを通じて自宅や職場
から２４時間，公共施設の空き情報
を確認し，予約できる公共施設予約
システムを構築する。

開発 運用
開発

28

運用

48

→ → 運用施設数（施設）

申請者が手続きに必要な帳票を市の
ホームページからダウンロードする
ことが可能な仕組みを提供すると共
に，段階的に手続きを電子化する。

検討 設計 開発 運用
開発

約150

→ サービス開始手続き
（種類）

文書の収受，起案，決裁，供覧，廃
棄に至るまでの流れを電子文書によ
り一貫して管理するとともに，蓄積
された情報を情報公開に活用する。

検討 設計 開発 運用
開発

50

運用

70

文書の電子化率（%）

端末におけるセキュリティ対策の実
施や情報セキュリティポリシーの運
用など，システム・運用の両面から
情報漏えい対策を行う。

実施 → → → →

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(1)市民意見の
反映

区ビジョンの策定 計画調整課

区自治協議会の設置 広域行政課

パブリックコメント制
度の充実

市民相談室

審議会等における公募
委員の拡大

総務課

審議会等における女性
委員の拡大

男女共同参画課

審議会等の夜間・休日
開催の拡大

総務課

工程表行政改革プラン２００５

　重点改革項目３　市民との連携

　市民ニーズに対応し，多様性のある豊かな協働型社会の形
成を目指し，市民はもとより様々な主体と行政との連携を積
極的に進め，市民の知恵と力を市政に活かします。

○個性豊かな地域のまちづくりを進めるため，
市民参加による勉強会など様々な手法を活用し
て，地域住民の多様な意見を市政に反映させて
いきます。

○政策形成過程での計画案について，引き続き
パブリックコメント手続きを積極的に活用し，
市民の声とニーズを踏まえた計画づくりを行い
ます。

○市政に対する幅広い意見の反映を図るため，
審議会等への公募委員・女性委員の参加をさら
に進めるとともに，夜間・休日開催の拡大な
ど，様々な立場の市民がより多く市政に参加で
きるようにします。
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

住民参画を得ながら区としてのまち
づくりの指針となる「区ビジョン」
の基本計画やまちづくり計画を策定
する。

検討 策定 策定

住民と行政との協働の要として，政
令市移行と同時に区ごとに区自治協
議会を設置する。

検討 → 実施 → →

「市政さわやかトーク宅配便」(市政
出前講座）と連携し，パブリックコ
メントを実施する案件について，出
前講座を実施する。

検討 実施 → → →

法令・条例等で設置している審議会
及び法令・条例以外で設置している
懇話会等で公募委員の導入を推進す
る。

推進

50

→

50

→

50

→

50

→

50

公募委員導入審議会等の比
率（％）
H17.3月時点：44.8%

法令・条例等で設置している審議会
及び法令・条例以外で設置している
懇話会等で女性委員の登用を推進す
る。

推進

35
30

→

40
40

→

40
40

→

40
40

→

40
40

女性委員の割合（％）
H16実績
審議会：34.0%
懇話会：22.9%

審議会等の夜間・休日開催について
各課の意見を聴取し，目標数値を設
定の上，開催の拡大を図る。

検討 実施 → →

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(2)市民協働の
推進

コミュニティ組織の結
成支援

市民協働推進室

区単位の助成制度の創
設

市民協働推進室

企画提案型事業の実施 市民協働推進室

ＮＰＯに関する情報収
集・提供や研修，相談
機能の充実

市民協働推進室

ＮＰＯの組織化の支援 市民協働推進室

区における市民活動空
間の確保

市民協働推進室

職員向けマニュアルの
作成・活用

市民協働推進室

市民協働事業基本指針
の策定

市民協働推進室

工程表

　重点改革項目３　市民との連携

　市民ニーズに対応し，多様性のある豊かな協働型社会の形
成を目指し，市民はもとより様々な主体と行政との連携を積
極的に進め，市民の知恵と力を市政に活かします。

○自らのまちは自らつくることを目指す，自立
し自律するコミュニティ組織の結成や運営を積
極的に支援します。

○市民が主役となって提供する地域での新たな
公共サービスに対しては，区単位の助成制度の
創設や企画提案型の事業の実施など，協働を実
践する様々な取り組みを積極的に展開します。

○ＮＰＯに関する情報収集・提供や研修，相談
機能などの充実，ＮＰＯの組織化の支援，区に
おける市民活動空間の確保など，市民主体の組
織的な公共的活動を積極的に支援します。

○市民や職員の意識改革，協働を実践しやすい
庁内体制の整備など，市民との協働を進める環
境づくりに積極的に取り組みます。

行政改革プラン２００５

10



概略 17 18 19 20 21 数値目標

地域のまちづくりの核として小・中
学校区ごとに活動する地域コミュニ
ティ協議会結成の支援を行う。

調査
実施

→ 実施 → →

市民団体が，まちづくりについての
企画書を区役所に提案し，審査会を
経て助成を受けられるようにする。

検討 → 実施 → →

多様な市民ニーズと地代の変化に応
えるため，企画提案型によるＮＰＯ
との協働事業を実施する。

検討 → 実施 → →

市民活動支援センターを通じ，市民
公益活動に関する情報収集･提供や研
修，相談機能を充実する。

実施

35
150

→

40
200

→

50
250

→

55
280

→

60
300

センター1日当利用者数
（人）H16実績：14人
利用登録団体数（団体）
H16実績：79団体

草創期における市民公益活動に対し
て助成を行い活動基盤の強化を行う
とともに，ＮＰＯ法人設立について
の相談を実施する。

検討

140

→

160

実施

180

→

190

→

200

市内ＮＰＯ法人数（団体）

各区において，地域コミュニティ関
連団体やボランティア団体，ＮＰＯ
などが自由に作業を行えるよう機材
や空間を整備する。

検討 → 設置
開始

順次
設置

設置
完了

職員向けに，NPO等の基礎的な説明
や，協働の基本的な考え方などをま
とめたマニュアルを作成し，活用す
る。

作成 活用 → → →

市民公益活動団体とともに，協働の
あり方やその手法についての検討を
行いながら，「市民協働事業基本指
針」を策定する。

検討 策定

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(1)行政の役割
の明確化

(2)民間委託等
の推進

「民間委託等の推進方
針」および工程表の策
定・実行

行政経営課

委託等の成果を検証す
るための評価の仕組み
の構築

行政経営課

(3)指定管理者
制度の活用

指定管理者制度の活用
の拡大

行政経営課

工程表

○公共を担う民間の動きや民間への新たな事業
機会の拡大なども視野に入れながら，行政評価
システムなどを活用し，事業効果や効率性の観
点から，実施主体を含めた行政の役割を見極め
ていきます。

○全ての事務事業について，市の関与の必要性
や民間活力の活用の観点から検討し，民間のノ
ウハウを活用することで，より多様なサービス
が提供できたり，同じサービスを低コストで提
供できたりするものは，積極的に民間委託・民
営化を進めていきます。

○民間委託等の着実・円滑な推進を図るため，
平成１７年度中に「民間委託等の推進方針」を
策定し，具体的な民間委託・民営化への移行・
導入時期を示した推進計画を「工程表」として
定めます。

○民間委託等にあたっては，行政の管理・監督
責任が適切に果たされ，市民へのサービス水準
の維持・向上が図られるよう，委託等による成
果を検証する適切な評価の仕組みを構築しま
す。

行政改革プラン２００５

　重点改革項目４　役割の明確化

　官と民の役割を明確にするための「聖域なき見直し」を継
続し，行政の責務に力を集中します。行政の役割とされた業
務においても，コスト削減やサービス向上の観点から，民間
委託や指定管理者制度などを積極的に推進します。

○市民サービスの向上と施設管理経費の節減を
図るため，「公の施設に係る指定管理者制度に
関する指針（平成１６年１２月策定）」に基づ
き，指定管理者制度を積極的に導入していきま
す。

○指定管理者制度を導入する施設については，
原則公募により指定管理者の選定を行います。

○指定管理者を選定する際は，外部の委員を含
めた選定委員会を設置し，選定の基準や過程を
公表することで，公正性や透明性を確保しま
す。

○全ての公の施設を対象に，指定管理者制度の
導入状況を公表し，検討した結果，直営や非公
募としたものは理由も含めて公表します。

集中改革
プラン

集中改革
プラン
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

「民間委託等の推進方針」及び方針
に基づき計画的に実施するための
「工程表」を策定し，進行管理を行
う。

検討
実施
31

実施

263

→

525

→

1,024

→

1,117

委託による経費削減額
（百万円）

一つひとつの民間委託等へ移行した
事業について適正に分析し，毎年評
価し，必要に応じて見直しを実施す
る仕組みを構築する。

検討 検討
試行

実施 → →

全ての公の施設を対象に指定管理者
制度の活用の適否について検討し，
計画的に移行する。

実施
検討

実施 → → →

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(4)ＰＦＩ方式
の活用

ＰＦＩ方式の導入 行政経営課

(5)外郭団体の
見直し

「外郭団体見直し方
針」「外郭団体経営改
善計画」の策定，計画
の進行管理

行政経営課

外郭団体評価システム
の確立

行政経営課

工程表

○外郭団体が社会経済情勢の変化や市民ニーズ
等に柔軟に対応できるよう，平成１７年度中に
「外郭団体見直し方針」を策定し，抜本的な見
直しに取り組んでいきます。

○外郭団体の見直しにあたっては，推進体制を
整備し，それぞれの団体が策定する「経営改善
計画」の進行管理を行います。また，計画の達
成状況や団体の経営状況などの積極的な情報発
信のほか，外部の視点から客観的評価を行うた
めの評価システムの確立などにより，団体の着
実な経営改善を促進します。

行政改革プラン２００５

○平成１５年度から実施してきたＰＦＩ導入の
効果に関する調査・研究の結果を基に，「(仮
称)新潟市ＰＦＩの導入に関する指針」を策定
し，新潟市のＰＦＩに関する基本的な方向性を
定め，資金調達を公共で行うＤＢＯ方式なども
含め，ＰＦＩ方式の導入を推進していきます。

　重点改革項目４　役割の明確化

　官と民の役割を明確にするための「聖域なき見直し」を継
続し，行政の責務に力を集中します。行政の役割とされた業
務においても，コスト削減やサービス向上の観点から，民間
委託や指定管理者制度などを積極的に推進します。

集中改革
プラン

集中改革
プラン
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

「（仮称）新潟市ＰＦＩ推進基本方
針（ガイドライン）」を策定し，Ｐ
ＦＩ方式が有効な事業について積極
的な導入を図る。

検討 実施 → → →

「外郭団体見直し方針」及び各団体
の「経営改善計画」を策定する。団
体及び関係課とともに計画を進行管
理し，必要に応じて見直しする。

調査
実施
1
11

→

1
9

→

10

→

10

→

1
3

上：廃止団体数（団体）
下：派遣引揚職員数
（人）

外郭団体の経営状況及び事業につい
て，団体による自己評価及び外部か
らの客観的な評価からなる評価シス
テムを確立する。

検討 調査
構築

実施 → →

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(1)財政の健全
化

わかりやすい財政情報
の開示

財政課

部門別予算編成の導入 財政課

市税等の収納率向上対
策

財政課

使用料手数料の見直し 財政課

(2)補助金制度
の健全な運用

市民の声を反映した補
助金制度の運用

財政課

○市民の市政参画の基礎となる税金の使途，受
益と負担の関係，財政状況にかかる情報をわか
りやすく積極的に開示します。

○限られた予算で効果的・効率的に事業を展開
するため，市民に直接関わる各部門がその責任
において主体的に予算編成できるように見直し
ます。

○将来においても安定的な市政運営を行うた
め，歳入歳出両面に着目し，財政運営における
収支の均衡回復を進めます。

○歳入面では，市税等の収納率向上対策や使用
料手数料等の見直しのほか，広告収入などの新
たな可能性についても検討し，収入を確保して
いきます。

○歳出面では，いわゆる「義務的経費」も含め
て，行政サービスの範囲と水準について不断の
見直しを進めていきます。

　重点改革項目５　経営基盤の安定化

　広範かつ多様な市民ニーズに的確に対応し，持続的な行政
運営ができるように，施策展開の資源である安定した財政基
盤と弾力性のある財政構造を確立するための財政改革をさら
に推進するとともに，定員・給与を適正化します。

工程表行政改革プラン２００５

○ＮＰＯなどさまざまな事業主体が，適切な役
割分担に基づいて多様なサービスを提供する一
助となるよう，柔軟に補助金制度を運用しま
す。

○補助金が既得権益化や固定化により制度の柔
軟性を失うことのないよう，第三者機関の設置
等，制度の運用に市民の声を反映させる仕組み
を構築していきます。

集中改革
プラン
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

財政収支見通しや各種財政指標をは
じめ，税の使途や受益と負担の関係
など，財政状況に関する情報を可能
なかぎりわかりやすく開示する。

検討 実施 → → →

市民満足度の向上に資するため，各
部門を中心とした予算編成方法に転
換する。

実施 → → → →

市税等の収納率向上対策徴収体制を
強化するとともに，納付方法の選択
肢を増やし収納率の向上を図るた
め，電子収納システムを構築する。

調査 基本
計画

設計
開発

開発
実施

費用負担のあり方に関する基本的な
考え方の整理を行う。

検討 → 順次
実施

→ →

第三者機関の設置等，市民の声を反
映させる仕組みを構築する。

検討 検討
実施

実施 → →

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(3)定員の適正
化

定員適正化計画の策
定・実施

人事課

(4)給与の適正
化

人事委員会の設置 人事課

勤務評価が給与に反映
されるシステムの導入

人事課

諸手当の見直し 人事課

(5)入札・契約
の適正化

一般競争入札の範囲拡
大

契約課

電子入札化の推進 契約課

工事の品質確保 契約課

地域経済活性化を考慮
した入札・契約方式

契約課

　重点改革項目５　経営基盤の安定化

　広範かつ多様な市民ニーズに的確に対応し，持続的な行政
運営ができるように，施策展開の資源である安定した財政基
盤と弾力性のある財政構造を確立するための財政改革をさら
に推進するとともに，定員・給与を適正化します。

行政改革プラン２００５ 工程表

○政令指定都市移行に伴う県からの事務移譲や
新たな行政課題など，様々な要因に対応した定
員適正化計画を策定し，平成21年度までに，事
務事業・組織の見直しや民間委託・民営化の推
進，指定管理者制度の活用等により，職員数５
００人（７．８％）を純減します。

○国や他の自治体，地域の民間企業との均衡な
どを考慮し，給与制度を適正・的確に運用しま
す。

○職員の勤務に対する評価が，昇給など給与に
適正に反映されるシステムを導入します。さら
に，特殊勤務手当など，諸手当について徹底し
た見直しを行います。

○建設工事等の一般競争入札の範囲拡大と電子
入札化の推進を図り，公正・公平・競争性を確
保します。
　また，価格競争だけではなく，工事成績評定
の改定と公表などによる工事の品質確保や地元
業者を優先した入札などによる地域経済の活性
化についても考慮した入札・契約方式を目指
し，市民に分かりやすく，信頼される，入札･契
約制度にします。

集中改革
プラン

集中改革
プラン
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

定員適正化計画を策定し，５年間で
６６０人（普通会計部門：５００
人，公営企業等会計：１６０人）の
純減をする。

検討
実施
17
△112
△95

実施

△80
△15
△95

→

△130
△10
△140

→

△150
△15
△165

→

△157
△8
△165

人事委員会を設置し，地域の民間企
業の賃金調査を行い，給与改定等の
勧告を行う。

調査
検討

→ 実施 → →

職員の勤務に対する評価が，昇給な
ど給与に適正に反映されるよう制度
化し，人事評価制度の進捗状況にあ
わせ段階的に運用を開始する。

検討 一部
実施

→ 実施 →

特殊勤務手当など諸手当について徹
底した見直しを行う。

実施

6

→

27

→ → → 見直しを行う手当数
（件）

建設工事等の競争性確保を目的とし
て，一般競争入札の対象範囲(予定価
格)を拡大する。

実施 → → → →

建設工事等の入札の透明性，公平
性，競争性の確保と談合防止効果，
入札参加者の利便性向上を図るた
め，電子入札化を推進する。

実施 → → → →

工事成績のデータ蓄積，工事点検パ
トロールの充実を図るとともに工事
の品質確保に配慮した入札・契約方
式を検討する。

実施 → → → →

地元業者を優先した入札・契約を実
施する。

実施 → → → →

職員削減数（人）
注：翌年度4月1日現在
定員数と当該年度4月1
日現在定員数の比較。
上：普通会計部門
中：公営企業等会計
下：合計

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。

19



取組項目 取組内容 実施項目 所管課

(6)地方公営企
業の経営健全化

　独立採算制が原則であることから，本来の目
的である公共の福祉増進を念頭に置きつつ，常
に経営基盤強化のための経営効率化・健全化を
進めます。

【水道事業】 中長期経営計画（マス
タープラン）の策定

水道局総務課

「業務指標」を活用し
た個別業務等の分析・
評価と情報開示

水道局総務課

小規模浄水場の統廃合 水道局計画課

浄水場運転監視業務の
民間委託推進

水道局浄水課

コールセンターの設置 水道局業務課

定員の適正化 水道局総務課

○事業の基本計画，施設の整備計画及び財政計
画の調整を図りながら，「安全でおいしい」・
「安定」・「持続」・「環境」を基本に据えた
中長期経営計画を平成１８年度中に策定し，事
業を展開していくことで，お客様から信頼され
る水道を目指します。

○客観的な「業務指標」を活用して事業の定量
化を図り，個別業務や事業の分析・評価を行い
事業計画に反映させるとともに,お客様への積極
的な情報の開示を進めます。

○民間部門のノウハウや技術・技能を活用でき
る業務については，積極的に委託化を進め，一
層の給水サービスの向上と経営の効率化を推進
します。
　①　小規模浄水場の統廃合を着実に実施する
　　とともに，存続する浄水場の運転監視業務
　　について，順次計画的に民間委託を進め
　　る。
　②　料金や修繕に関わる定型的な電話受付業
　　務について，民間委託によるコールセンタ
　　ーを設置し，お客様サービスを向上させ
　　る。

○定員管理の一層の適正化を進め，平成２１年
度までに１０％以上の職員を減員します。

行政改革プラン２００５ 工程表

　重点改革項目５　経営基盤の安定化

　広範かつ多様な市民ニーズに的確に対応し，持続的な行政
運営ができるように，施策展開の資源である安定した財政基
盤と弾力性のある財政構造を確立するための財政改革をさら
に推進するとともに，定員・給与を適正化します。

集中改革
プラン

集中改革
プラン
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

水道事業を取り巻く外部環境の変化
に対応しながら，将来にわたりお客
様から信頼される水道を実現するた
めの取組みを明確にする。

準備
検討

検討
策定

実施 → →

業務指標を活用し，現時点での水道
事業のサービスを定量化し，事業運
営に反映させるとともに，改善状況
や経年比較などを情報開示する。

準備 検討 実施 → →

合併によるスケールメリットを生か
すため，広域系統連絡管を計画的に
整備しながら，老朽化した小規模浄
水場の統廃合を進める。

検討
実施

→ →

△17

→ →

△3

職員削減数（人）
注：翌年度4月1日現在定
員数と当該年度4月1日現
在定員数の比較。

これまで職員が交替勤務により行っ
てきた運転監視業務について，安
全・安定供給を担保することを前提
として，民間事業者に委託する。

検討
実施
△6

実施

△12

→ → → 職員削減数（人）
注：翌年度4月1日現在定
員数と当該年度4月1日現
在定員数の比較。

電話受付業務を一元化したコールセ
ンターを開設し，品質の高い受付・
サービスの充実を図るとともに，業
務の効率化を推進する。

検討 → 準備 →

△6

設置
4月1日

職員削減数（人）
注：翌年度4月1日現在定
員数と当該年度4月1日現
在定員数の比較。

定員管理の一層の適正化を進め，各
種事務事業の見直しを行う中で，平
成21年度末（平成22年4月)までに
10％以上の職員を減員する。

実施

△7

→

△12

→

△17

→

△6

→

△3

職員削減数（人）
注：翌年度4月1日現在定
員数と当該年度4月1日現
在定員数の比較。

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

【病院事業】 地域医療支援病院とし
ての機能強化

市民病院

病院の収益改善 市民病院

薬品費や診療材料費等
の削減

市民病院

委託経費の削減 市民病院

便益施設の使用料見直
し

市民病院

医療情報システムを活
用した経営分析

市民病院

地方公営企業法の全部
適用

市民病院

工程表

　重点改革項目５　経営基盤の安定化

　広範かつ多様な市民ニーズに的確に対応し，持続的な行政
運営ができるように，施策展開の資源である安定した財政基
盤と弾力性のある財政構造を確立するための財政改革をさら
に推進するとともに，定員・給与を適正化します。

行政改革プラン２００５

○平成１９年秋の開院を目指している新市民病
院の経営を安定させ，質の高い医療を提供する
ため，「新潟市民病院中期計画」（平成１４年
度策定）に基づき、各種経営改善策を着実に遂
行します。

　「新潟市民病院中期計画」の改善策は次のと
　おりです。
　①　年次ごとの収支計画の達成状況を把握し
　　ながら，地域医療支援病院としての機能強
　　化を進め，新入院患者の増加と平均在院日
　　数の適正化等を図り、同時に収益改善を実
　　現する。
　②　薬品費や診療材料費等の削減と契約の見
　　直しによる委託経費の削減等に引き続き取
　　り組んで行く。

○便益施設についても，経営的観点から使用料
を見直すなど収入の増加に努めます。

○新たに導入する医療情報システムを活用した
原価計算に基づく詳細な経営分析を進め，一層
の経営健全化を推進します。

○地方公営企業法の全部適用を実施するなど，
より能率的な運営を推進します。

集中改革
プラン
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

他医療機関との連携強化により，紹
介患者及び逆紹介患者を積極的に確
保し，紹介率及び逆紹介率向上を図
るとともに，関連収入増を目指す。

実施

80
45

→

80
45

→

80
45

→

80
45

→

80
50

紹介率（％）
H16実績：66.0%
逆紹介率
H16実績：35.2%

新入院患者数の確保と患者一人あた
りの在院日数の適正化により，入院
収益改善を図る。

実施

13,979
16.7

→

13,979
16.7

→

14,017
16.7

→

14,230
15.3

→

14,230
15.3

新入院患者数（人）
H16実績：13,355人
平均在院日数
H16実績：17.1日

収益改善を図る一方で，薬品や診療
材料等の適正な使用を推進し，これ
ら材料費の対入院外来収益比率を３
０％以内とする。

実施

30

→

30

→

30

→

30

→

30

対入院外来収益比率（%）
Ｈ16実績：31.1%

入札実施や仕様見直し等により，委
託経費の削減を図る。

実施

△9

→ → →

△103

→ 委託経費削減金額
（前年度比：百万円）

新市民病院での便益施設の行政財産
目的外使用料について，実勢価格に
即して見直しを行い，収入増を図
る。

検討 → 実施

44

→

44

→

44

新使用料による最低収入予
定額（百万円）

新市民病院において導入される医療
情報システムを活用した原価計算を
実施し，各診療科別・患者別・疾病
別等の詳細な収支分析を行う。

設計
開発

開発 実施 → →

地方公営企業法の財務規定以外に，
同法の組織及び職員の身分取り扱い
に関する規定も適用し，より能率的
運営を推進する。

検討 → → 実施 →

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

【下水道事業】 地方公営企業法の一部
適用

下水道企画課

中期的経営計画の策定 下水道企画課

施設管理部門の民間委
託推進

下水道企画課

下水道汚泥の有効利用 下水道企画課

経営情報の開示 下水道企画課

定員の適正化 下水道企画課

○より経営的な視点による事業運営とその説明
責任をより高いレベルで果たすため，早期に地
方公営企業法を一部適用（企業化）します。

○企業化後は，企業会計方式による財務諸表等
を活用しながら経営分析を行い，速やかに中期
的経営計画を策定し，経営の効率化・健全化を
進めます。

○整備計画と財政計画との整合を図り，事業規
模の適正化を推進します。

○施設管理部門の民間委託化を推進するなど，
事業分野全般にわたりコストを縮減します。

○循環型社会の構築に貢献するため，下水道汚
泥の有効利用をさらに進めます。

○事業にかかる説明責任を果たすため，経営状
況について，より分かりやすい指標を設定しな
がら情報の積極的な開示を行います。

○平成２１年度までに９％以上の職員を減員し
ます。

行政改革プラン２００５ 工程表

　重点改革項目５　経営基盤の安定化

　広範かつ多様な市民ニーズに的確に対応し，持続的な行政
運営ができるように，施策展開の資源である安定した財政基
盤と弾力性のある財政構造を確立するための財政改革をさら
に推進するとともに，定員・給与を適正化します。

集中改革
プラン
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

より経営的な視点に立った効率的な
事業運営を行うため，下水道事業に
地方公営企業法を一部適用（公営企
業化）する。

準備 実施 → → →

効率的で健全な事業運営を図るべ
く，その指針として中期的経営計画
を策定する。

検討 検討
策定

実施 → →

現在，直営の船見下水処理場の運転
管理業務を民間に委託し，コスト縮
減を行う。

検討 移行
準備

実施 → →

これまで埋立て処分としていた下水
処理によって発生する下水道汚泥の
建設資材やコンポストなどへの有効
利用化を推進する。

一部
実施

40

ほぼ
実施

90

完全
実施

100

→ → 有効利用率（％）
H16実績：１％

公営企業化後，財務諸表を活用して
経営分析を行い，その結果につい
て，わかりやすい指標などを設定し
ながら，同様に公開していく。

検討 実施 → → →

事務事業の見直しや業務の効率化を
進め，平成21年度末（平成22年4
月)までに9％以上の職員を減員す
る。

検討

4

移行
準備
△21

実施

△8

実施 職員削減数（人）
注：翌年度4月1日現在定
員数と当該年度4月1日現
在定員数の比較。

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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取組項目 取組内容 実施項目 所管課

新・新潟市合併マニ
フェスト達成状況の評
価

市政創造推進室

行政評価システムの構
築

市政創造推進室

○新・新潟市合併マニフェストの達成状況を外
部の視点も取り入れながら評価・検証するな
ど，客観的な評価を通じて「選択と集中」を実
現するための行政評価システムを構築します。

○行政評価システムの運用と市民との情報の共
有化を通じて，政策・施策・事務事業の抜本的
な見直しを行っていきます。

工程表行政改革プラン２００５

　重点改革項目６　評価の充実

　限られた資源を有効に活用し，社会経済状況や市民のニー
ズの変化に的確に対応するため，行政活動の実施にあたって
は，目標を明確にし，適切に評価・検証し，不断の改善・見
直しを行います。

集中改革
プラン
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概略 17 18 19 20 21 数値目標

新・新潟市合併マニフェストの達成
状況を外部の視点も取り入れながら
評価・検証する。

実施 実施

部門別予算を基本とした総合的行政
評価システムを構築・運用する。

検討 構築
試行

運用 → →

工程表

数値目標を設定できる実施項
目については，各年度ごとの
目標数値と名称（単位）を表
示。

特に詳細な数値目標等を設定
し，改革に取り組む項目につ
いては，取組項目欄に【集中
改革プラン】と表示。
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